
鳥取銀行　教育ローン「一括借入型」「カード型」

●必ずお申込になるご本人さまが、自署にて太ワク内のすべての項目を正確にお書きください。
●この仮審査申込に関して、ご本人さまの確認またはお申込内容の確認のために、お勤め先・ご自宅にお電話を差上げる場合がございますのでご了承ください。
●いただいた仮審査申込書類はご返却いたしませんのでご了承ください。
●本申込は「仮審査申込み」であり、審査の結果、仮承諾となった場合でも再度正式なお申込みが必要です。その際にはご本人確認のための確認資料などが必要になります。
●この仮審査申込書の記載内容と、正式な申込書の記載内容が相違している場合や、他の借入状況によっては仮審査の結果にかかわらず、ローン取引をお断りさせていただくこと
もございます。
●借入後は銀行あて提出の契約書ならびに保証委託約款の条項にしたがい、債務返済の義務を履行することを約束いたします。
●銀行ならびに保証会社の審査の結果「仮承認」となった場合、銀行ならびに保証会社に対して３ヵ月となる日の前日までに別途正式申込のうえ、契約締結することに同意します。

株式会社鳥取銀行　御中　　株式会社エヌケーシー　御中
　私は、私の個人情報（変更後の情報を含む。以下同じ）を株式会社鳥取銀行（以下、「銀
行」という。）、株式会社エヌケーシー（以下、「保証会社」という。）が取扱うに際し、下記記載
の条項のとおり取扱うことに同意します。

第１条（個人情報の収集、利用、保有）
⑴私は、銀行ならびに保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の個
人情報を銀行ならびに保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用し、保有することに
同意します。
　①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、居住地等、本申込書にご記
入いただく事項

　②申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等の契約情報
　③支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報
　④支払能力判断のための申告情報、この申込み以外に銀行ならびに保証会社と締結する
契約に関する利用残高、返済状況等

　⑤私の運転免許証、パスポート等の本人確認のための情報
　⑥映像、音声情報（個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの）
　⑦公開情報（官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報）
⑵銀行ならびに保証会社は、お客さまの個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に
利用いたします。
　①金融商品やサービスの申込みの受付のため
　②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等
の確認のため

　③融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
　④お客さまとの取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
　⑤市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研
究や開発のため

　⑥その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
⑶銀行ならびに保証会社は、以下の範囲で収集した個人情報を第三者に提供することがあ
ります。
　①銀行および保証会社相互間
　②銀行の有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社および持分法適用会
社、提携会社、ローン提携企業

　③保証会社の有価証券報告書に記載されている親会社、子会社および関係会社ならび
に公表している提供先

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
⑴私は、本申込みに関して銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関
と提携する個人信用情報機関に私の個人情報（当該各機関の加盟会員によって登録され
る契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等
の官報情報を含む。）が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引
上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第１３条の６の
６等、割賦販売法および貸金業法により、返済能力に関する情報については返済能力の
調査の目的に限る。以下同じ｡）のために利用することに同意します。
⑵銀行および保証会社が加盟する個人信用機関および同機関が提携する個人信用情報機
関は、次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載さ
れております。
　①銀行が加盟する個人信用情報機関
　　○全国銀行個人信用情報センター（ＫＳＣ）　主に金融機関とその関係会社を会員と

する個人信用情報機関　ＴＥＬ０３ー３２１４ー５０２０
　　　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
　②保証会社が加盟する個人信用情報機関

　　○㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）　主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員
とする個人信用情報機関　ＴＥＬ０１２０ー８１０ー４１４　https://www.cic.co.-
jp

　③銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関
　　○㈱日本信用情報機構　主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金

融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関　ＴＥＬ０５７０ー０５５ー
９５５　http://www.jicc.co.jp

　④全国銀行個人信用情報センター、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構は相
互に提携しています。

⑶銀行または保証会社がこの申込みに関して、銀行または保証会社の加盟する個人信用情
報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が、同機関に下表
に定める期間登録され、同機関の加盟会員によって、自己の与信上の判断のために利用さ
れることに同意します。

⑷私は、保証会社が私に係る本申込みに関して取得した第１条⑴⑤の本人確認情報を㈱日
本信用情報機構に提供することに同意し、当該機関は、当該本人確認情報を、登録されて
いる個人情報に係る本人の同一性確認の目的に利用します。

第３条（個人情報の提供・利用）
私は、本申込みにおいて、銀行および保証会社が与信取引上の判断をするにあたり、私の銀
行および保証会社における取引全般に関する情報を相互に利用することに同意します。

第４条（保有個人データの開示・訂正・削除）
私は、銀行、保証会社および個人信用情報機関に対して私自身の保有個人データを開示す
るよう請求ができます。
⑴銀行および保証会社に開示を求める場合には、取扱支店あるいは下記記載の窓口に連
絡の上、銀行および保証会社の所定の方法により開示請求するものとします。
⑵個人信用情報機関に開示を求める場合には、該当する個人信用情報機関に開示請求す
るものとします。

第５条（本条項に不同意の場合）
銀行および保証会社は、私がこの申込みに必要な事項の記入を希望しない場合および本条
項に同意しない場合は、本申込みの受付をお断りすることがあります。

第６条（本契約が不成立）
私は、本申込みにかかる契約が不成立であっても、その理由の如何を問わず、上記 1 条に基
づき、本申込みをした事実に関する個人情報が銀行および保証会社において一定期間利用
されることに同意します。

第７条（お問い合わせ窓口）
⑴銀行のお問い合わせ窓口：株式会社鳥取銀行ふるさと振興本部リテール営業グループ
　〒680-8686 鳥取市永楽温泉町１７１
　ＴＥＬ０８５７ー３７ー０２６７　http : //www.tottoribank.co.jp/
⑵保証会社お問い合わせ窓口：株式会社エヌケーシーカスタマーセンター
　〒680-8555 鳥取市戎町４７１
　ＴＥＬ０８５７ー２７ー６１１６　http://www.web-nkc.com

登 録 情 報
ＫＳＣ ＣＩＣ ㈱日本信用情報機構

本契約に係る
申込みをした事実

銀行が信用情報を利用した
日から１年を超えない期間

銀行または保証会社が個人
信用情報機関に照会した日
から6ヶ月以内

登 録 期 間

保証会社が個人信用情報機関
に照会した日から６ヶ月間

個 人 情 報 の 取 扱いに関する同 意 条 項

仮 審 査 申 込 にあたっての 確 認 事 項

反社会的勢力の排除にかかる規定

⑴私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴
力団準備構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。）に該
当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ
たっても該当しないことを確約いたします。
　①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
　②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
　③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと

　④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること

　⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること

⑵私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないこ
とを確約いたします。

　①暴力的な要求行為
　②法的な責任を超えた不当な要求行為
　③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の

業務を妨害する行為
　⑤その他前各号に準ずる行為
⑶私が、暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第１項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の
申告をしたことが判明した場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対する
いっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。

⑷前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしませ
ん。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。

以上

株式会社 鳥取銀行　御中


